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半田運河 Canal Night 令和 8 年度 出店募集要項 

１．イベントの趣旨 

半田運河の歴史的景観を活かし、「光」と「水辺」をテーマとしたナイトイベントを実施する。地域事

業者・関係団体と連携し、交流人口の拡大およびエリア価値の向上を図ることを目的とする。 

２．イベント概要 

名称：半田運河 Canal Night 

日程：令和 8 年 7 月 31 日（金）・8 月 1 日（土） 

時間：17 時 00 分～21 時 00 分 

会場：半田運河周辺（蔵のまち公園、MIZKAN MUSEUM 周辺、半六庭園ほか） 

来場者数（前年度実績）：約 29,000 人（2 日間） 

出店数（前年度実績）：令和 7 年 8 月１日(金) 58 店舗、8 月 2 日(土) 62 店舗 

※内訳： 8 月１日(金)：キッチンカー29 店舗、テント（飲食・物販・ワークショップ）29 店舗 

       8 月 2 日(土)：キッチンカー29 店舗、テント（飲食・物販・ワークショップ）33 店舗 

※本イベントは、半田運河周辺における大規模なナイトイベントとして実施しており、市内外から多

くの来場者が訪れる事業である。 

３．出店概要 

（１）募集期間 

令和 8 年 5 月 24 日（日）～6 月 5 日（金） 

（２）応募方法 

所定の応募フォームより申込み 

（３）募集内容 

キッチンカー、テント（ブース調理、飲食物販、雑貨販売、ワークショップ） 

（４）出店時間 

営業：17 時 00 分～21 時 00 分 

搬入：15 時 00 分～16 時 30 分 

撤去：21 時 00 分～22 時 00 分 

（５）出店予定数 

各日約 60 店舗（予定） 

（６）出店料、出店場所 

①【＋HANDA エリア】半六庭園周辺 

『＋HANDA エリア』は、醸造・発酵など半田市ならではの魅力発信に特化したエリアです。 

 半田市内事業者 半田市外事業者 

キッチンカー 4,000円 6,000円 

テント 3,000円 4,500円 
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②【半六エリア】半六庭園周辺 

 半田市内事業者 半田市外事業者 

キッチンカー 8,000円 12,000円 

テント 6,000円 9,000円 

③【MIM 前エリア】ミツカンミュージアム周辺 

 半田市内事業者 半田市外事業者 

キッチンカー 20,000円 30,000円 

④【蔵のまち公園エリア】蔵のまち公園内 

 半田市内事業者 半田市外事業者 

テント 8,000円 12,000円 

（７）出店条件 

テント出店は 2.5m×2.5m以内とする。キッチンカーによる出店はこの限りではない。テントや電源

等備品の貸し出しを行わないため、各出店者で用意すること。夜間営業のため照明等は各自で準

備すること。 

４．募集から出店決定までのスケジュール（予定） 

募集開始：令和 8 年 5 月 24 日（日） 

募集期間：令和 8 年 5 月 24 日（日）～6 月 5 日（金） 

選考期間：令和 8 年 6 月 6 日（土）～6 月 9 日（火） 

選考方法：応募内容（商品内容、写真等）をもとに審査を行い、出店内容のバランスおよび会場配

置を総合的に判断する。 

出店決定通知：令和 8 年 6 月 10 日（水）～6 月 12 日（金） 

選考結果は上記期間内に順次通知する。 

５．出店者選考 

応募多数の場合は選考を行う。選考にあたっては、以下の観点をもとに総合的に判断する。 

・商品内容 

・会場景観やイベント全体との調和 

・イベント趣旨や半田運河エリアの世界観との適合性・地元事業者との連携や地域との関わり 

・独自性、話題性 

・過去出店時の運営状況、安全管理、来場者対応等 

・【+HANDA エリア】醸造・発酵文化など、半田らしい魅力の発信につながる内容であるか 

 

④蔵のまちエリア 

③MIM 前エリア 

①＋HANDA エリア 

②半六エリア 
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選考結果および選考理由についての個別回答は行わない。 

６．出店料の支払いおよびキャンセル 

出店決定後、指定期日までに出店料を支払うこと。 

主催者の判断によりイベントを中止する場合は、出店料を返金する。なお、荒天、災害、感染症の

拡大、行政機関からの要請その他やむを得ない事情によりイベントを中止または内容変更する場

合、主催者は営業補償等の責任を負わない。 

また、出店者都合によるキャンセルについては、出店料の返金は行わない。 

７．安全管理および遵守事項 

テント等の風対策は各出店者で実施すること。火気を使用する場合は消火器を設置すること。事

故およびトラブルについては出店者の責任とする。必要に応じて保険に加入すること。ごみは各出

店者で適切に処理すること。 

（１）保健所等への申請について 

・食品の調理・販売を行う出店者は、各自の出店内容に応じて、半田保健所へ事前確認および許

可申請を行うこと。 

・取得した許可証等の写しは事前に事務局へ提出し、当日必ず持参すること。 

・申請および取得にかかる費用は出店者負担とする。 

・半田保健所の定める各種基準・ルールを遵守し、安全なイベント運営に協力すること。 

・衛生上のトラブルに備え、生産物賠償責任保険等への加入を推奨する。 

・衛生管理および販売に関するトラブルについては、各出店者の責任において対応すること。 

８．雨天時の対応 

小雨の場合は決行する。荒天時は中止とする場合がある。中止の判断は当日午前中を目安に行

い、出店者へはメール等により通知する。また、一般来場者へは半田市観光協会公式 SNS・ホー

ムページ等にて周知を行う。 

９．その他 

主催者の指示に従い、円滑な運営に協力すること。本要項の内容は必要に応じて変更する場合

がある。 

１０．主催 

主催：半田市、企画運営：半田運河 Canal Night 実行委員会（事務局：半田市観光協会） 

１１．問い合わせ先 

半田市観光協会 

TEL：0569-32-3264 


